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１ 変更理由 

立地企業の要請に対処するため、五井地区において専用埠頭計画の変更をす

る。 



 －2－

２ 港湾施設の規模及び配置に関する資料 

２－１ 専用埠頭計画 

（１）専用埠頭計画の必要性 

五井地区において、五井火力発電所は運転開始から 50 年が経過しており、経年劣化した

発電設備を高効率な設備に更新するため、既設の発電所設備を撤去し、撤去した跡地に新た

な発電設備を建設する計画がある。 

これに伴い、既存の港湾施設の諸元に変更が生じることから、専用埠頭計画を変更する。 

また、AGC㈱千葉工場（旧 旭硝子㈱）の専用岸壁については、企業活動上必要な施設と

して新規に計画へ位置付けるもの、さらに既存施設の老朽化に伴い、廃止をする施設が生じ

たことから港湾施設の諸元が変わるため、専用埠頭計画を変更する。 

 

（２）新規に計画する専用埠頭の規模及び配置 

今回計画する専用埠頭の規模及び配置は次のとおりである。 

表２－１－１ 専用埠頭の規模及び配置 

地区名 施設名称 施設規模 状況 
施設の規模及び配置の考

え方 

五井地区 

製品岸壁 
(-4.5)×117m 

  1 ﾊﾞｰｽ 
新規計画 

1,000D/W 級の船舶に対

応できる規模とする。 

揚油埠頭 
(-6.5)×152m 

  1 ﾊﾞｰｽ 
既設の変更計画 

1,600D/W 級の船舶に対

応できる規模とする。 

物揚場（棚式） 
(-7)×16m 

  1 ﾊﾞｰｽ 
施設廃止 － 

AGC１号桟橋 
(-5.5)×60m 

  1 ﾊﾞｰｽ 
施設廃止 － 

AGC２号桟橋 
(-5.5)×65m 

  1 ﾊﾞｰｽ 
施設廃止 － 
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２－２ 水域施設計画 

（１）操船例図 

  今回計画する泊地に係る操船例図は、次のとおりである。 

○五井火力発電所 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ 操船例図（入港時） 

図２－２－２ 操船例図（出港時） 
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○ＡＧＣ㈱千葉工場 

 

  

船長 船幅 喫水
貨物船 1,000DWT 62.0m 9.8m 4.0ｍ

船種

図２－２－３ 操船例図（入出港時） 



 －5－

 

 

図２－２－４ 専用埠頭計画の変更位置 

 

今回計画 

既定計画 

凡　　例

公 共 岸 壁

航 路 ・ 泊 地

ド ル フ ィ ン
(既　　設)

そ の 他 道 路

そ の 他 緑 地 (既　　設)

(既定計画)

(既　　設)

施 設 撤 去 (既定計画)

(既　　設)

防 波 堤 (既　　設)

(既　　設)

緑 地

公 共 物 揚 場 (既　　設)

専 用 岸 壁
(今回計画)

(既　　設)

埠 頭 用 地 (既　　設)

臨 港 道 路 (既　　設)

そ の他 の用 地 (既　　設)

(既定計画)

凡　　例

公 共 岸 壁

航 路 ・ 泊 地

ド ル フ ィ ン
(既　　設)

そ の 他 道 路

そ の 他 緑 地 (既　　設)

(既定計画)

(既　　設)

(既　　設)

防 波 堤 (既　　設)

(既　　設)

緑 地

公 共 物 揚 場 (既　　設)

専 用 岸 壁 (既　　設)

埠 頭 用 地 (既　　設)

臨 港 道 路 (既　　設)

そ の他 の 用 地 (既　　設)

(既定計画)

専 用 岸 壁
(今回計画)
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３ 環境の保全に関する資料 

今回の計画変更に伴う周辺の環境に及ぼす影響は軽微なものであると考えられる。 
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（注）本計画変更は千葉県地方港湾審議会条例第７条第３項に基づき千葉県地方港湾審議会 

幹事会に審議を委任されている。 

４ その他の資料 

４－１ 千葉県地方港湾審議会幹事会（千葉港幹事部会）名簿 

幹事（１８名）        令和２年１１月現在（敬称略・順不同） 

番

号 
役              職 氏 名 

1 国土交通省関東地方整備局港湾空港部港湾計画課長 佐藤 伸一 

2 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局首席運輸企画専門官 飯村 裕子 

3 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所長 今野 頼夫 

4 千葉海上保安部航行安全課長 萩尾 努 

5 横浜税関千葉税関支署総務課長 渡邊 幸一 

6 市川市 行徳支所地域整備課長 白鳥 洋一 

7 船橋市 建設局下水道部下水道河川計画課長 長谷川 肇 

8 習志野市 政策経営部総合政策課長 越川 智子 

9 千葉市 都市局海辺活性化推進課長 中䑓 英世 

10 市原市 土木部土木管理課長 間立 浩信 

11 袖ケ浦市 都市建設部土木管理課長  小幡  勉 

12 千葉県 総合企画部政策企画課長 金子 隆光 

13 千葉県 防災危機管理部防災政策課長 添谷 進 

14 千葉県 環境生活部環境政策課長 井田 忠裕 

15 千葉県 商工労働部経済政策課長 石井 慶範 

16 千葉県 農林水産部水産局水産課長 篠原 克二郎 

17 千葉県 県土整備部港湾課長 中村 義光 

18 千葉県 県土整備部都市整備局都市計画課長 横須賀 努 

 

 


